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　  政令市になって3年目となる24年度の一般会
計は、2483億円。前年度に比べ、総額は1.１%増
えましたが、市税は23億円減り、生活保護費が
17億円も増加するなど（資料①）、市民の生活は
ますます厳しくなっています。また、市の財政も
69億円を貯金（財政調整基金）から取り崩し、
322億円もの借金（市債）をしてやりくりするなど
悪化しています。
　相模原市の財政は、他都市と比べまだまだ健
全と言われますが、厳しさを増す今後に備え、市
債の残高を減らすよう努力している自治体が増え
ている中、本市では市債を増やし続けています
（資料②）。また、臨時財政対策債（家計で言え
ば生活資金のローン）は国が認めた上限額の
130億円を発行。24年度分だけで、毎年約10億
円を20年間返済していくことになるのです。
　人口減少、少子高齢化がますます進行し、若
者たちは「老後の備え」どころか就職にも苦労し
ている中、現在の市民サービスを落とさないため
に、次世代にツケを回すことを承知で、借金し続
ける市政運営で良いのでしょうか。
　将来にわたって安定した市政を築くためには、
政令市への移行で変化した財政構造を直視し、
市民のみなさんに財政状況や今後の人口推計な
どの情報を示しながら、今、私たちが受けている
サービスの見直しや総合計画の修正が必要なこ
と、要望には応えきれないこと、新たに必要な事
業には振り替えの財源が必要なことなどを、しっ
かりと説明していくべきです。職員の努力だけで
は限界です。まずは市民と行政が情報を共有す

ること。新たな時代にしなやかに対応するため
に、知恵と工夫を出し合うことこそが、真の市民
協働ではないでしょうか。

平成24年度予算

資料① 生活保護費と被保護世帯の推移

資料②市債発行額の推移

資料③相模原家の家計簿(年収500万円とした場合）

注：平成23年度以降は見込額
　  減税補てん債：恒久的な減税等による地方公共団体の減収額を埋めるために発行する市債

ローン残高　470万円
貯金　　　　 25万円

物件費…施設の管理費、委託費、非常勤職員の賃金等
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＊参考資料 『平成24年度当初予算案の概要』  平成24年2月  相模原市発行



　  路上喫煙禁止条例　罰金もあります
　市内の道路や公園、駅前広場などでタバコを
吸ったり、火のついたタバコを持ったりしないよ
うに求める条例が可決され、今年の10月1日から
適用になります。特に、橋本駅、相模原駅、相模
大野駅の重点禁止地区においては、路上喫煙は
禁止となり、中止の命令に違反した場合は、
2000円の罰金が課せられます（来年4月1日か
ら）。喫煙マナーの向上を期待します。

　  市の労働報酬下限額は時給885円
　公契約条例が施行され、市の業務に携わる非
常勤職員などの最低賃金は、時給885円に。事
務職員や公民館スタッフ、給食調理委員などの
時給が引き上げられました。それに伴い、賃金総
額は増えましたが、理科支援員や図書整理員な
ど労働時間数が削減された職種があることも判
明。文教委員会では、子どもたちへのしわ寄せに
抗議の声があがりました。労働者保護のための政
策が、サービスの質の低下を招くようでは困ります。

　  防犯灯はすみやかに設置を
　何人かの自治会長さんから、「防犯灯が壊れ
ても、なかなか工事してもらえない」との声が。調
べてみると、球切れなら地区担当の電気屋さん
にすぐに交換してもらえますが、灯具が壊れた場
合は、1年に1回（地区によっては2回）の申請だ
けとのこと。
　これでは、1年近く真っ暗なままの可能性も。
防犯のためにはすみやかな修繕が必要です。
　改善を求めたところ、緑区長から「工夫して対
応します」との答弁がありました。

　  除雪業者の貢献度を配慮した入札を
　除雪は、市内の建設業者と協定を結んで行わ
れています。降雪の状況によって待機し、朝の通
勤、通学に困らないようにと徹夜の作業になった
り、大雪で作業が長時間にわたったりするなど、
請け負う業者も大変です。また、除雪に使うトラ
クターシャベルは、維持管理費やリース代が高く
つくとのこと。
　地域の事情に配慮し、競争性を担保しながら
も、社会貢献度を考慮した評価型指名競争入札
を拡大するなど、対応を求めました。

　  実施計画は柔軟な見直しを
　前期実施計画（平成23～25年度）では、3年間
の市税収入を3276億円と見込んでいましたが、
23年度は1080億円、24年度は1065億円の見込
みとなり、予定額の確保は困難な状況です。今後
検討する後期実施計画も含め、減収を反映させ
た慎重で柔軟な対応を求めました。

　  公共施設のあり方を検討へ
 　のもとが作成を求めていた「公共施設白書」＊

が3月末に完成。公共施設の実態がいよいよ明ら
かになります。24、25年度では、公募の市民や学
識経験者、施設の利用者などを委員とする検討
委員会が設置され、白書を基礎資料として
「（仮）公共施設の保全・利活用基本指針」が
検討されます。これは厳しい財政状況を踏まえ、
施設の目的の検証や運営の効率化、施設の統
廃合、施設の長寿命化などについて、基本的な
指針を定めるものです。
　後期実施計画（26年度～）に反映するために
は、今年度早々に公募委員を募集して委員会を
立ち上げ、25年度の夏をめどに指針を策定する
必要があることを確認しました。私たちが利用す
る公共施設です。何をどう残せばいいのか、市民
と行政とで十分に話し合いながら、納得のいく
方向性を見出していきたいものです。
（＊施設ごとの現状や利用実態、課題、将来的に必要な維持改修費などをまとめた資料）

　  （仮）市民・大学交流センターには反対！
　老朽化する施設の改修に苦労する中、新たに
施設を作るなら、その経費に匹敵する施設をスク
ラップすべきです。相模大野西側再開発ビル内
に（仮）市民・大学交流センターを設置する議案
は、一等地で多額な経費がかかること、2月に実施
された市民活動団体と大学等へのアンケート結果
からは、期待する活用が見込めないことなどか
ら、反対しました。
　この再開発ビルは、大手百貨店が途中で撤退
し、市が公共床として借り受けることで計画が進ん
だという経緯があります。再開発事業に要した事業
費は総額で約285億円（内市費は約177億円）、そ
れとは別に、同センターの整備費は5億8000万円、
今後毎年１億6000万円の運営経費がかかります。
　「あれば便利」の時代はとっくに過ぎたはずです。
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総務委員会



      リニア中央新幹線　基礎調査へ
　昨年9月にJR東海が県に提出した「環境影響
評価方法書」を県と横浜市、川崎市の環境影響
評価審査会が審査。その答申をふまえて知事の
意見がJR東海に提出されました（3/5）。
　路線、車両基地などの施設の位置や規模が
不確定であり、調査項目、調査手法、調査地点
の考え方が不明瞭で、方法書の段階で審議すべ
き事項について、十分な検討ができていないこと
が指摘されました。
　のもとが傍聴した県の審査会でも、「指摘事
項がこんなに多い案件は初めて」という異例の
発言がありました。今後は、知事意見を踏まえ、
JR東海が環境影響評価を行い、「環境影響評
価準備書」を作成していきます。
　市では、今年度基礎調査費として、1000万円
を予算化。駅設置に伴う便益や経済波及効果
の調査等の基礎調査を行います。また、広域交
流拠点検討事業（予算1358万円）として、橋本駅
と相模原駅周辺エリアの都市形成の基本計画を
策定する予定です。
　新幹線の3倍以上の電力を必要とし、9兆円に
も及ぶ巨大民間事業。安全面や環境への負荷の
点でも多くの課題を抱えます。国や県の審議を
注視しながら、市において冷静な判断と着実な
町づくりが進められるよう力を尽くします。

　  震災がれきは安全性を確保して積極的に
　3月23日、内閣総理大臣と環境大臣から、神奈
川県と横浜市、川崎市、相模原市に対して、岩手
県大船渡市と陸前高田市の木くず、12万1千トン
を処理するよう要請がありました。
　のもとは、昨春より震災がれきの広域処理に
ついて県内外の議員と勉強会を始め、かなが
わ市民派議員会議として県に対し、「災害廃棄
物の処理によって放射性物質を拡散させない
ことを求める要望書」を、国へは意見書を提出

 （24/1/16）。3月議会では、相模原市議会として
放射性物質を新たに拡散させないことを基本
に、国が積極的に課題解決を図ることを求める
意見書を可決しました。
　焼却灰を埋める最終処分場や安全性の確
保、諸経費の負担のあり方、住民への説明責任
など、受け入れにはまだまだ課題があります。被
災地のみならず関東一円の、放射性物質を含ん
だ焼却灰等の長期にわたる安全な保管は、大き
な問題です。国が課題解決に向けて積極的に取
り組むことを期待します。

　  市民向け測定器の設置を
　空間放射線量の測定器は、まちづくりセンター
で貸し出しを行っています。気になっている場所
がありましたら、予約して測定してみてください。
　また、市民ニーズが高い、食料や水、土壌など
の測定については、12月の総務委員会で区ごと
に測定器を設置するよう求めました。
　3月議会の代表質問で、設置について前向き
な答弁を得ました。引き続き、できるだけ早期に
測定ができるように働きかけます。
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非核三原則の法制化を求める陳情は可決

地域資源を活用した町おこし視察
秋田県角館市・能代市・男鹿市

（渡部男鹿市長と　 1/17-1/19）

九州新幹線　駅周辺まちづくり視察
（熊本市・鹿児島市　2/20、21）

　核兵器廃絶と恒久的な世界平和を求め、国際社会にお
いてわが国が主導的役割を発揮することができるよう、非
核三原則の法制化を求める陳情を全会一致で可決し、国
に意見書を提出しました。

市政報告


